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町立病院照明設備ＬＥＤ化事業（賃貸借） 仕様書 

 

１ 事業名 

  町立病院照明設備ＬＥＤ化事業（賃貸借） 

 

２ 事業の目的 

  町立病院では、高騰する電気料金の節減による経費の削減を図るとともに、本町の地球温

暖化対策実行計画（区域事業編・事務事業編）に掲げる「２０３０年までに公共施設の照明

を１００パーセントＬＥＤ化する」という目標を達成し、環境負荷の軽減に寄与するため、

省エネルギーかつ長寿命のＬＥＤ照明への更新を実施するものである。 

 

３ 事業実施場所 

  北海道上川郡美瑛町中町３丁目８番３５号 美瑛町立病院 

 

４ 契約方式 

  賃貸借契約によるものとし、ＬＥＤ照明機器への交換工事、既存照明器具の撤去・運

搬・処分に要する費用は受注者の負担とする。 

 

５ 事業期間 

（１）ＬＥＤ照明機器への交換等 契約締結日から令和８年６月３０日まで 

（２）賃貸借期間 交換工事完了検査の翌月１日から７年間（８４か月） 

 

６ ＬＥＤ光源等仕様 

（１）使用するＬＥＤ光源は、設置場所に応じて「調光タイプ」と「非調光タイプ」に対

応すること。調光機能は４段階以上（１００パーセントから３０パーセント程度）を有

する機器であることとし、専用工具等を用いることなく、利用者において簡単に調光す

ることができること。 

（２）コスト削減等経済性に配慮し、蛍光灯用の既存安定器を撤去の上、下記のとおり対

応すること。 

  ①調光タイプ光源    ＬＥＤ対応型安定器を設置（別置型） 

  ②非調光タイプ光源   ＬＥＤ対応型安定器を内蔵 

  ③蛍光灯コンパクト管  ①と同様とする 

（３）直管タイプの照明器具本体は、安全性を確保の上、既存器具を使用しても構わない。 

（４）ＬＥＤ光源の定格寿命は、調光タイプ光源が５０，０００時間以上、非調光タイプ

光源が４０，０００時間以上であること。 

（５）交換設置される４０Ｗ対応型ＬＥＤ光源は、従前の４０Ｗ対応型蛍光灯具１基と同

程度の照度において消費電力を７０パーセント以上削減できること。 

（６）光源に使用するＬＥＤパーツは日本製とし、国内で組み立てられた新品未使用品で

あること。 

（７）設置する別置型ＬＥＤ対応照明機器は、ハイブリット光触媒コートを塗布すること
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により消臭・抗菌・抗ウィルス効果を発揮できる商品であること。 

（８）種類と数量は別表のとおりとする。 

 

７ ＬＥＤ光源等付け替え施工 

（１）付け替え施工時に使用する雑材は、すべて新品未使用とする。 

（２）契約締結後、作業手順書及び実施体制図（従事者、資格記載）を含む施工計画書を

提示すること。なお、施工計画書の作成にあたっては、発注者側と綿密な打ち合わせ

を実施し、業務に支障が出ないよう最大限の配慮をすること。 

（３）施工にあたっては作業手順書、病院職員の指示に従い適切に行うこと。 

（４）施工は建設業許可における電気工事業の許可を有する者が行うこととし、下請けも

同様とする。 

（５）付け替え、設置前に現場調査、回路調査等を十分に行ってから施工すること。調査

時において仕様書等との相違を発見した場合には、速やかに発注者へ報告し、協議す

ること。 

（６）納入・搬出経路については、施設の管理運営上の支障に十分に配慮し、当院の承諾

を得ること。設置作業にあたっての安全管理については、安全確保に必要な措置を講

ずること。とりわけ、利用者の安全対策には十分な配慮を行い事故のないように施工

すること。 

（７）ＬＥＤ光源施工時の不点灯や施工後の落下等不測の事態を防止するため、電線類や

照明器具本体等に変形、硬化、ひび割れ、芯線露出などがある場合や端子台等の配線

部品及び光源取り付け部に変色、変形、ひび割れ、がたつき、破損、ゆるみ等がある

場合には、その部分の交換を行うこと。なお、交換費用は受注者が負担するものとす

る。 

  交換の基準：ひびが入っている、変色している、腐食している等客観的に判断し長期

の使用に耐えられないと判断できるもの。 

（８）本件契約内容の施工に附随して発生する軽微な建築工事、修繕等があった場合は、

本件契約の作業範囲として対応すること。 

（９）施工に伴い停電する必要がある場合、あるいは病院の運営上必要な機能を停止する

必要がある場合は、事前に当院と日程等を調整し、事故等の防止を図ること。 

（10）施工に際しては、必要に応じて適正な養生等を行うこと。 

（11）施工に伴い他の設備、備品等を損傷又は汚損しないように十分注意の上、万が一係

る事態が発生した場合は、受注者の責任において復旧すること。 

（12）施工後、必要に応じて床の清掃を行うこと。 

（13）施工時間帯は、当院の指示に従うこと。 

（14）施工前及び施工後に、点灯試験及び分電盤の回路ごとの絶縁測定を実施すること。 

（15）本仕様書に記載のない事項については、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備

工事編）令和７年版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修」によることとする。 

（16）施工にあたり、本仕様書に明記のない事項に疑義が生じた場合は、協議の上、決定

する。 

（17）施工時に発生した梱包材や取り外した既存蛍光管等は、受注者の責任において適正
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に処分すること。 

（18）提出書類 

  ①工事完了届 

  ②完成図書（Ａ４版２部及びＰＤＦデータ） 

  ③工事写真 

  ④設置した製品のカタログ、取扱説明書 

  ⑤撤去物品、施工時に発生した廃材等を適正に処分したことが確認できる書類 

  ⑥現場代理人・技術者届（経歴書） 

 

８ 維持管理 

（１）契約期間中における設置したＬＥＤ光源等の維持管理は、受注者において実施する

こと。ただし、通常使用以外の行為に起因する破損等に係る交換についてはこの限り

でない。 

（２）通常の使用における経年劣化に伴う照度低下、不点灯等の不具合については迅速に

対応することとし、その体制を確立すること。 

（３）ＬＥＤ光源への切り替えとの因果関係が不明瞭な不具合が発生した場合は、当該不

具合の原因究明に誠心誠意協力すること。 

（４）ＬＥＤ光源への切り替えを原因として契約期間中に発生した対人・対物に係る損害

については、受注者の責任において賠償すること。併せて、被害者や訴訟等へも誠意

をもって対応し、解決すること。 

（５）契約期間内の保守については、無償とすること。 

 

９ 所有権の移転 

  本件契約に係る全ての物品等について、契約期間満了後の所有権は美瑛町立病院に帰

属することとし、所有権移転手続きに係る費用を含めて無償で譲渡すること。 

 

10 支払方法 

  本件契約に関する賃借料は、月額払いにより当月分を翌月末日までに支払うことを原

則として、受注者からの請求に基づき指定の口座へ振込みにて支払う。ただし、請求及

び支払いの時期については相談に応ずる。なお、賃借料の支払いにあたり、受注者側が

指定するリース会社等、受注者以外の者からの請求となることが明らかな場合、その事

業者名等の詳細を契約書に明記すること。 

 

11 守秘義務 

  受注者は、本事業の実施に関して知り得た秘密にあたる情報を他に漏らしてはならな

い。また、契約が終了した後においても同様とする。 
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別表 

ランプ種類 使用本数等 

（１）ＬＥＤ４０Ｗ直管型（電源外付型） ９７６本 

（２）ＬＥＤ４０Ｗ直管型（電源内蔵型） ３１２本 

（３）ＬＥＤ２０Ｗ直管型（電源外付型） ４１本 

（４）ＬＥＤ３０Ｗ直管型 １本 

（５）ＬＥＤ３６Ｗ特殊コンパクト（電源外付型） ４８０本 

（６）ＬＥＤ５５Ｗ特殊コンパクト（電源外付型） １２本 

（７）ＬＥＤ２７Ｗ特殊コンパクト（電源外付型） ２本 

（８）使用中照明 １０Ｗ相当 ２本 

（９）ベッド灯 球交換 ＦＰＬ１３Ｗ相当 ４５本 

（10）キッチン灯 ７本 

（11）ダウンライト１５０Φ（昼白色） ７基 

（12）ダウンライト１５０Φ（電球色） １６５基 

（13）ダウンライト２５０Φ ２４基 

（14）ダウンライト１７５Φ １１基 

（15）Ｗ３００調光タイプ 器具交換 ４０Ｗ２灯用相当 ３６基 

（16）Ｗ２２０調光タイプ 器具交換 ４０Ｗ２灯用相当 ２基 

（17）Ｗ１９０調光タイプ 器具交換 ４０Ｗ１灯用相当 ３基 

（18）ウォールウォッシャー ４０Ｗ１灯用相当 １２基 

（19）調光機能対応型スイッチ １１基 

（20）サークルベースライト４５０Φ １基 

（21）シーリングライト ３基 

（22）ブラケットライト １６基 

（23）小型ブラケットライト １１基 

（24）縦ブラケットライト ４基 

（25）高天井用ＬＥＤダウンライト ８基 

（26）非常用階段灯４０Ｗ １２本 

（27）非常用階段灯２０Ｗ ２本 

（28）水銀灯玉交換 ２８基 

（29）別置型非常灯 ４基 

（30）Ｂ級ＢＨ誘導灯（片面） ８基 

（31）Ｂ級ＢＬ誘導灯（両面１） ９基 

（32）Ｂ級ＢＬ誘導灯（片面） １０基 

（33）Ｃ級誘導灯（片面） １７基 

（34）特殊施工費 １式 

（35）高所作業費 １式 

 


